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令 和 ５ 年 度 



         共済目的等

 項   目

戸 ha ha ha ha ha ha ha

区 域 内 の 概 数 102,500
(収入保険加入見込面積を除く)

前 年 度 引 受 実 績 96,603 60,288 859 16,340 5,054 4 46 4

本 年 度 引 受 計 画 92,200 56,341 959 16,080 4,623 4 46 5

本年度予定引受率 90.0% 64.1% 1.1% 18.3% 5.3% 4.3% 50.0% 5.4%

半

相

殺

方

式

全

相

殺

方

式

組

合

員

数

イ
ン
デ
ッ
ク
ス

地
　
　
　
　
域

品

質

方

式

イ
ン
デ
ッ
ク
ス

地
　
　
　
　
域

半

相

殺

方

式

災
害
収
入
方
式

水 稲

247
( 92 ) 

麦

農 作 物 共 済

令 和 ５ 年 度

( 87,892 ) 
118,091

１　共済目的の種類別の概数、引受実績及び計画

果 樹

         共済目的等 収 穫 共

 項   目

ぶどう なし もも かき ぶどう なし もも かき かき

ha ha ha ha ha ha ha ha ha

区 域 内 の 概 数 104 327 110 390 104 327 110 390 390
(収入保険加入見込面積を除く) (81) (215) (86) (289) (81) (215) (86) (289) (289)

前 年 度 引 受 実 績 15 76 14 4 1 45 2 8 10

本 年 度 引 受 計 画 14 72 13 3 1 41 2 7 10

本年度予定引受率 17.3% 33.5% 15.1% 1.0% 1.2% 19.1% 2.3% 2.4% 3.5%

品質
方式

一 般 方 式 短 縮 方 式

減収
方式

半相殺方式

減 収 総 合 方 式

全 相 殺 方 式
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頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭

5,386 2,564 1,907 19,731 2 18,079 149,162 5,509 12,413 2 13,468

5,488 2,437 1,772 16,577 2 12,378 60,087 5,406 10,880 2 42

(239) (1,934) (246) (1,620)

5,245 2,487 1,784 18,453 2 12,496 59,275 5,234 11,278 2 41

(391) (2,779) (284) (1,635)

97.4% 97.0% 93.6% 93.5% 100.0% 69.1% 39.7% 95.0% 90.9% 100.0% 0.3%

繁

殖

用

雌

牛

(
)

は
子
牛
等
の
内
数

育
成
・
肥
育
牛

種

雄

牛

肉

用

種

種

豚

肉

豚

(
)

は
子
牛
等
の
内
数

乳
　
用
　
牛

(
)

は
子
牛
等
の
内
数

肉
　
用
　
牛

種

雄

牛

肉

用

種

種

豚

事 業 予 定 計 画 書 案

家 畜 共 済

搾

乳

牛

(
)

は
子
牛
等
の
内
数

育
成
乳
牛

死 亡 廃 用 共 済 疾 病 傷 害 共 済

共 済

済

かき ぶどう
日本
なし

西洋
なし

もも かき ぶどう なし かき

ha ha ha ha ha ha ha ha ha

390 104 258 69 110 390 104 327 390
(289) (81) (170) (45) (86) (289)

53 0 0 0 0 0 3 8 3

51 0 0 0 0 0 3 8 3

17.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.9% 2.4% 0.8%

災 害
収 入
共 済
方 式

樹 体 共 済地 域
イ ン デ ッ ク ス 方 式
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園 芸

         共済目的等

 項   目

ha ha ha ha ha 棟 棟 棟

区 域 内 の 概 数 0 72 0
(収入保険加入見込面積を除く)

前 年 度 引 受 実 績 230 1,824 0 347 0 0 37 0

本 年 度 引 受 計 画 219 1,668 0 330 0 0 33 0

本年度予定引受率 10.4% 79.0% 0.0% 77.3% 0.0% 0.0% 45.8% 0.0%

( 2,111 ) ( 427 ) 
3,862 734

Ⅰ類 Ⅱ類 Ⅰ類
半相殺
方　式

全相殺
方　式

地  域
インデ
ックス

全相殺
方　式

地  域
インデ
ックス

畑 作 物 共 済

大 豆 そ ば ガ ラ ス 室
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施 設 共 済

棟 棟 棟 棟 棟 棟 棟 棟 台 口 口

20,196 14 1,052 125 263 301 0 187,000 217,000

16,529 13 794 93 210 275 0 158,690 178,923 70 79

16,380 11 787 90 219 261 0 153,117 178,467 68 80

81.1% 78.6% 74.8% 72.0% 83.3% 86.7% 0.0% 81.9% 82.2% - -

12,607

26.2%

任 意 共 済

プ ラ ス チ ッ ク ハ ウ ス

保

管

中

農

産

物

補

償

共

済

Ａ
ﾀｲﾌﾟ

Ｂ
ﾀｲﾌﾟ

農

家

建

物

農

 
機

 
具

収入保険

2,874

3,300

経営体

Ⅳ類乙 Ⅴ類 Ⅵ類 Ⅶ類Ⅱ類 Ⅲ類 Ⅳ類甲
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２　農業共済保険事業の規模

ア　農作物、家畜、果樹、畑作物、園芸施設共済保険事業の規模

千円

56,341 60,288 

234,140 250,290 51,168,183 

959 859 

4,175 3,765      901,546 

16,080 16,340 

-          -          16,331,333 

4,623 5,055      

22,701 24,983     5,117,628 

78,003 82,542 

261,016 279,038 73,518,690 

4 4 

4 3 48 

46         46         

-          -          13,598 

(ha) 5 4          

(ｔ) 6          10         852 

55 54 

10 13 14,498 

78,058 82,596 

261,026 279,051 73,533,188 

(ha)

(ｔ)

全相殺
(ha)

(ｔ)

品　質
(ha)

(ｔ)

地域インデックス

小 計
(ha)

(ｔ)

計
(ha)

麦

農

作

物

水

稲

半相殺

　　　　　　　　　　　　　　　項　　　目

　共済目的等

引 受

共 済 金 額
本年度予定 前年度実績

地域インデックス
(ha)

(ｔ)

小 計
(ha)

(ｔ)

半相殺
(ha)

(ｔ)

災害収入
(ha)

(ｔ)

(ｔ)
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Ｄ Ｆ

Ａ Ｂ Ｃ 手持共済掛金

（Ｃ＋Ｅ）
千円 千円 千円 千円 千円 千円

158,258 79,129 79,129 42,408 36,721 115,850 

5,108 2,554 2,554 800 1,754 4,308 

100,360 50,180 50,180 18,227 31,953 82,133 

9,974 4,987 4,987 49 4,938 9,925 

273,700 136,850 136,850 61,484 75,366 212,216 

3 2 2 2 0 2 

725 378 346 410 △ (32) 314 

53 28 25 35 △ (7) 18 

781 408 373 447 △ (39) 334 

75,366 

274,481 137,258 137,223 61,931 △ (39) 212,550 

国 庫 負 担 金 農 家 負 担 金
保　険　料
（Ｂ－Ｄ）

共 済 掛 金 Ｅ

保険料
交付(納入)

総 額
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　　　　　　　　　　　　　　　項　　　目

　共済目的等

引 受

共 済 金 額
本年度予定 前年度実績

頭 頭 千円

5,245 5,488 1,187,604 

2,487 2,437 519,618 
(391) (239)

1,784 1,772 672,042 

18,453 16,577 7,473,367 
(2,779) (1,934)

2 2 2,624 

12,496 12,378 657,612 

59,275 60,087 535,106 

99,742 98,741 11,047,973 
(3,170) (2,173)

5,234 5,406 207,775 
(284) (246)

11,278 10,880 311,344 
(1,635) (1,620)

2 2 88 

41 42 164 

16,555 16,330 519,371 
(1,919) (1,866)

116,297 115,071 11,567,344 
(5,089) (4,039)

死

亡

廃

用

小 計

疾

病

傷

害
小 計

( ) は 子 牛 等 の 内 数

乳 用 牛

肉 用 牛

肉 用 種 種 雄 牛

種 豚

搾 乳 牛

育 成 乳 牛

繁 殖 用 雌 牛

育 成 ・ 肥 育 牛

肉 用 種 種 雄 牛

種 豚

肉 豚

( ) は 子 牛 等 の 内 数

( ) は 子 牛 等 の 内 数

( ) は 子 牛 等 の 内 数

家

畜

計
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Ｄ Ｆ

Ａ Ｂ Ｃ 手持共済掛金

（Ｃ＋Ｅ）
国 庫 負 担 金 農 家 負 担 金

保　険　料
（Ｂ－Ｄ）

共 済 掛 金 Ｅ

保険料
交付(納入)

総 額

千円 千円 千円 千円 千円 千円

67,334 33,630 33,704 23 33,607 67,311 

7,054 3,496 3,558 9 3,487 7,045 

10,524 5,230 5,294 10 5,220 10,514 

163,786 81,830 81,956 89 81,741 163,697 

149 74 75 1 73 148 

311 109 202 11 98 300 

1,709 670 1,039 10 660 1,699 

250,867 125,039 125,828 153 124,886 250,714 

93,898 46,919 46,979 1 46,918 93,897 

64,384 32,131 32,253 1 32,130 64,383 

8 4 4 1 3 7 

63 24 39 1 23 62 

158,353 79,078 79,275 4 79,074 158,349 

409,220 204,117 205,103 157 203,960 409,063 
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　　　　　　　　　　　　　　　項　　　目

　共済目的等

引 受

共 済 金 額
本年度予定 前年度実績

ha ha 千円

14 15 73,471 

72 76 305,550 

13 14 34,371 

3 4 3,439 

1 1 6,753 

41 45 162,612 

2 2 4,856 

7 8 4,296 

10 10 9,752 

51 53 95,342 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

214 228 700,442 

3 3 50,218 

8 8 158,820 

3 3 5,305 

14 14 214,343 

228 242 914,785 

短 縮

ぶどう

な　し

も　も

収

穫

半

相

殺

減
収
総
合

一 般

ぶどう

な　し

も　も

か　き

災 害 収 入 共 済 か　き

地 域 イ ン デ ッ ク ス

ぶどう

日本なし

西洋なし

全相殺
減 収 か　き

品 質 か　き

計

小 計

樹

体

ぶ ど う

な し

か き

小 計

果

樹

も　も

か　き

― 106 ―



Ｄ Ｆ

Ａ Ｂ Ｃ 手持共済掛金

（Ｃ＋Ｅ）
国 庫 負 担 金 農 家 負 担 金

保　険　料
（Ｂ－Ｄ）

共 済 掛 金 Ｅ

保険料
交付(納入)

総 額

千円 千円 千円 千円 千円 千円

2,493 1,246 1,247 468 778 2,025 

12,742 6,371 6,371 5,111 1,260 7,631 

1,379 689 690 375 314 1,004 

256 128 128 40 88 216 

285 142 143 54 88 231 

5,449 2,724 2,725 2,159 565 3,290 

161 80 81 37 43 124 

306 153 153 53 100 253 

667 333 334 137 196 530 

3,065 1,532 1,533 650 882 2,415 

0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

26,803 13,398 13,405 9,084 4,314 17,719 

427 213 214 31 182 396 

1,262 631 631 119 512 1,143 

2 1 1 1 0 1 

1,691 845 846 151 694 1,540 

28,494 14,243 14,251 9,235 5,008 19,259 
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　　　　　　　　　　　　　　　項　　　目

　共済目的等

引 受

共 済 金 額
本年度予定 前年度実績

ha ha 千円

219 230 81,574 

1,668 1,824 771,249 

0 0 0 

1,887 2,054 852,823 

330 347 53,534 

0 0 0 

330 347 53,534 

2,217 2,401 906,357 

棟 棟 千円

0 0 0 

33 37 144,643 

0 0 0 

16,380 16,529 9,817,573 

11 13 10,263 

787 794 3,143,097 

90 93 954,410 

219 210 718,405 

261 275 295,022 

0 0 0 

17,781 17,951 15,083,413 

102,005,087 

畑

 
作

 
物

大 豆

計

半　　相　　殺

全　　相　　殺

地域インデックス

小 計

そ ば

全　　相　　殺

地域インデックス

小 計

Ⅴ    類

Ⅵ    類

Ⅶ    類

計

合 計

園

芸

施

設

ガ ラ ス 室 Ⅰ    類

Ⅱ    類

プラスチックハウス

Ⅰ    類

Ⅱ    類

Ⅲ    類

Ⅳ 類 甲

Ⅳ 類 乙
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Ｄ Ｆ

Ａ Ｂ Ｃ 手持共済掛金

（Ｃ＋Ｅ）
国 庫 負 担 金 農 家 負 担 金

保　険　料
（Ｂ－Ｄ）

共 済 掛 金 Ｅ

保険料
交付(納入)

総 額

千円 千円 千円 千円 千円 千円

2,251 1,238 1,013 530 708 1,721 

41,879 23,033 18,846 8,715 14,318 33,164 

0 0 0 0 0 0 

44,130 24,271 19,859 9,245 15,026 34,885 

4,968 2,732 2,236 931 1,801 4,037 

0 0 0 0 0 0 

4,968 2,732 2,236 931 1,801 4,037 

49,098 27,003 22,095 10,176 16,827 38,922 

千円 千円 千円 千円 千円 千円

0 0 0 0 0 0 

518 239 279 250 △ (11) 268 

0 0 0 0 0 0 

157,303 74,048 83,255 34,568 39,480 122,735 

175 80 95 22 58 153 

11,606 5,545 6,061 753 4,792 10,853 

4,320 2,093 2,227 265 1,828 4,055 

2,187 1,033 1,154 81 952 2,106 

6,761 3,345 3,416 1,522 1,823 5,239 

0 0 0 0 0 0 

48,933 
182,870 86,383 96,487 37,461 (11) 145,409 

350,094 
944,163 469,004 475,159 118,960 △ (50) 825,203 
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イ　任意共済保険事業の規模

共済目的

棟 棟 千円 千円

21,251 22,252 207,558,720 572,075

131,866 136,438 2,221,441,280 1,658,595

153,117 158,690 2,429,000,000 2,230,670

台 台

8,738 8,988 20,384,130 74,280

169,729 169,935 365,115,870 844,876

0 0 0 0

178,467 178,923 385,500,000 919,156

153,117棟 158,690棟 

178,467台 178,923台 

30% 

50% 

引 受

合 計 2,814,500,000

損

害

共 済 金 額
本 年 度 予 定 前 年 度 実 績

項 目

火 災

更 新

総 合

火 災

総 合

建 物 計

建

物

保

険

関

係

総 額

3,149,826

農

機

具
農 機 具 計

再 共 済 及 び
任 意 再 保 険 割 合

総合共済の地震以外、火災共済

総合共済の地震部分

保管中農産物補償共済

引　　　受 共済掛金　賦課金

本年度予定 前年度実績 総　額 共済掛金 事務費賦課金

口 口 千円 千円 千円 千円 千円

Ａタイプ 68 70 68,000 170 119 51 127

Ｂタイプ 80 79 80,000 520 364 156 387

合　　計 148 149 148,000 690 483 207 514

共済金額 保険料
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共 済 掛 金　　賦 課 金 Ｂ Ｃ Ｄ

Ａ 手持共済掛金
共 済 掛 金 A-(B-C)

千円 千円 千円 千円 千円

421,318 150,757 219,663 48,365 250,020

936,330 722,265 497,579 194,271 633,022

1,357,648 873,022 717,242 242,636 883,042

65,491 8,789 - - 65,491

687,438 157,438 - - 687,438

0 0 - - 0

752,929 166,227 0 0 752,929

1,635,9712,110,577 1,039,249

事 務 費 賦 課 金

717,242

保 険 料
保　　険
手 数 料

掛金区分ごとの事務費賦課割合から4.5％を引いた
率

再共済手数料及び
再共済手数料割合

242,636
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３３  引引受受計計画画とと実実施施方方策策  

ＮＯＳＡＩの機能を完全に発揮するため、全事業の完全引受と補償の充実を図

り、組合員の経営支援、生産支援及び地域支援につとめる。 

(1) 農作物共済 

① 米需給調整の動向を踏まえ、関係機関と連携して地域における米の生産計

画に基づいた水稲・麦の引受けを行う。 

② 水稲引受面積は、作付実績及び生産計画の動向を踏まえて、本県の区域内

概数を118,091haと見込み、78,003ha（引受率91.6％（収入保険を含む。））

を計画する。引受共済金額は、単位当たり共済金額の告示額１㎏当たり229

円を実行金額として735億1,869万円を計画する。 

③ 令和６年産麦は、247haの作付けを見込み、引受面積は55ha（引受率

85.0％（収入保険を含む。））を計画する。引受共済金額は、1,450万円を計

画する。 

④ 農業経営の安定に資するため、補償が手厚い水稲品質方式・全相殺方式及

び麦災害収入共済方式を推進する。また、全相殺方式は、確定申告書類を用

いての加入が可能となったことを周知する。 

⑤ 水稲生産実施計画と水稲共済引受との整合性を図るため、地域農業再生協

議会と連携し、一体化処理による適正引受につとめる。 

⑥ 栽培形態、耕種条件、肥培管理等を参酌し多様化する栽培に対応した基準

収穫量の適正設定につとめる。 

(2) 家畜共済 

① 畜産農家の高齢化及び担い手不足等により、飼養戸数・頭数の減少が引き

続き予想されるが、組合では、畜産農家の経営安定と補償の充実のため、戸

数及び頭数の区域内概数を的確に把握し適正引受につとめる。 

② 引受目標頭数は、大家畜44,485頭(区域内概数の93.6％)、中家畜71,812頭

(同39.7％)を計画する。 

③ 新規加入時及び継続加入時には、重要事項説明書による加入者への説明を

徹底する。 

④ 令和５年度に適用する個体評価基準に基づき、適正な家畜個体評価を実施

する。 

⑤ 未加入者を対象に、経営の実態に即した提案型推進を行う。 

⑥ 疾病傷害共済における危険段階別掛金率の設定方法の変更について農家説

明を十分に行い、限度額での加入を推進する。 

(3) 果樹共済 

① 引受目標面積は、収穫共済214ha（有資格面積の31.9％）、樹体共済14ha、

― 112 ―
−112−



 

 

引受共済金額は、収穫共済７億44万円、樹体共済２億1,434万円を計画する。 

② 近年の多様な災害発生を踏まえ、果樹農家自らが収入保険を含めた加入方

式を選択できるよう提案・推進する。また、全相殺方式は、確定申告書類を

用いての加入が可能となったことを周知する。 

③ 未加入の全有資格農家に加入推進を実施し、未加入農家のニーズの把握と

引受の拡大につとめる。 

④ 組合広報紙やリーフレット等を活用し、制度の普及につとめる。 

⑤ 関係団体と連携し、地域の作付動向の把握につとめ、有資格者台帳を整備

する。 

⑥ 果樹共済推進会議を開催し制度の理解を図るとともに、果樹推進部長の協

力を得て戸別推進を実施する。 

(4) 畑作物共済 

① 大豆引受面積は、有資格面積を3,862㏊と見込み、1,887㏊（引受率94.2％

（収入保険を含む。））を計画する。引受共済金額は、8億5,282万円を計画す

る。 

② そば引受面積は、有資格面積を734㏊と見込み、330㏊（引受率86.8％（収

入保険を含む。））を計画する。引受共済金額は、5,353万円を計画する。 

③ 農業経営の安定に資するため、補償が手厚い全相殺方式を推進する。また、

全相殺方式は、確定申告書類を用いての加入が可能となったことを周知する。 

④ 水稲共済との引受けの整合性を確保するため、引受データのマッチング処

理を行う。 

⑤ 基準収穫量を適正に設定するため、現地確認を実施し、耕地ごとの栽培状

況等を把握する。 

(5) 園芸施設共済 

① 引受目標戸数は、地域の実態等を踏まえ、有資格戸数7,341戸の82.9％を

計画する。 

② 引受目標棟数は、17,781棟（有資格棟数の80.7％）、引受共済金額は、150

億8,341万円を計画する。 

③ 加入推進の際には、組合広報紙、リーフレット及びチラシ等を活用し、拡

充した制度内容の周知・普及につとめる。 

④ 復旧費用特約、付保割合特約、特に小損害１万円特約等の有効性を効果的

に活用した提案型推進を行う。 

⑤ 園芸生産団体等に対し、集団加入のメリットを説明し、集団加入等の共済

掛金等割引を利用した加入拡大及び補償の充実を図る。 

⑥ 未加入農家には訪問による加入推進を実施し、制度の周知とニーズの把握

により引受の拡大につとめる。 
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⑦ 関係機関の協力を得て施設設置状況調査(有資格調査)を実施し、新規並び

に増設状況等を把握するとともに、未加入施設を含めた園芸施設設置状況図

を整備する。 

(6) 任意共済 

① 予期せぬ災害から農家資産を守るため、任意共済「未来へつなぐ」サポー

ト運動を積極的に展開し、建物・農機具の補償の充実につとめる。 

② 建物共済の引受棟数は、農家所有棟数の81.9％の153,117棟、引受共済金

額は２兆4,290億円（棟当たり平均共済金額1,586万円）を計画する。農機具

共済の引受台数は、主要農業機械台数（附属農機具含む）の 82.2％の

178,467台、引受共済金額は3,855億円（台当たり平均共済金額216万円）を

計画する。保管中農産物補償共済は、148口（Ａタイプ68口、Ｂタイプ80口）、

１億4,800万円とし、任意共済では２兆8,146億4,800万円を計画する。 

③ 継続引受の確保を重点推進事項と位置づけ、解約申し出者に対して継続加

入について丁寧な説明につとめる。 

④ 予約推進の早期とりまとめや自動継続特約の付帯により、早期かつ確実な

加入推進を図る。 

⑤ 頻発する自然災害に有効な総合共済への切り替えを提案するとともに、小

損害実損てん補特約等、各種特約の付帯を提案し、補償の充実を図る。 

⑥ 罹災物件の未補償額に基づいた推進を実施するとともに、未加入の付属建

物及び付属機械（装置）の引受拡大を図る。 

⑦ 農機具販売店との連携により、農機具保険付契約の拡大につとめる。 

⑧ 建物共済及び農機具共済の加入資格基準の拡充を踏まえ、新たに資格を得

た農業者に対して積極的な推進を行う。 

⑨ 収穫後の農産物の事故に備えるため、農作物共済、果樹共済、畑作物共済

加入者へ保管中農産物補償共済を推進する。 

(7) 収入保険 

① 全国農業共済組合連合会との委託契約に基づき、収入保険の業務を行う。 

② 農業者の加入目標は、3,300経営体を計画する。 

③ 営農・推進状況を包含した農業者リストの整備及び当該リストを活用した

効果的な推進を実施する。 

④ 新潟県収入保険推進協議会の体制を強化し、ＪＡ等関係機関・団体と連携

して農業者等への加入推進活動を行い、加入拡大を図る。 

⑤ 収入保険の情報を積極的に発信するとともに、農業共済新聞、広報紙やホ

ームページ等を活用して制度の周知を図る。 

⑥ 行政へ保険料等助成措置の実施を要請する。また、助成が実施された場合

は、これを効果的に活用した推進活動を行う。 
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⑦ ＪＡ生産部会等の農業を営む者で構成された集団に対し、集団での加入を

働きかける。 

⑧ 早期実績確保のため、推進計画を策定し加入推進進捗管理を徹底する。 

⑨ 白色申告を行っている農業者等に対し、青色申告のメリットを周知し、収

入保険加入資格者の拡大を図る。 

⑩ 加入者から提出される加入申請等の関係書類は、特に重要な個人情報とな

ることから管理を徹底する。 

４４  共共済済掛掛金金等等のの徴徴収収方方法法  

共済掛金及び賦課金の払込期限の周知徹底を図り、事業規程に定める期限内

納入につとめる。 

５５  損損害害評評価価のの適適正正化化方方策策  

損害の補てんに正確を期すため、損害評価体制の強化を図るとともに、損害評

価方針に基づき、損害評価要綱等に定める基本事項の徹底による迅速かつ適正な

損害評価につとめる。 

(1) 農作物共済 

① 損害評価技術の向上を図るため、損害評価会委員及び損害評価員を対象と

した損害評価指導会を開催し、公平な損害評価につとめる。 

② 関係機関・団体と連携し、生育状況や気象情報及び病害虫の発生状況等の

情報収集を図り、迅速な被害の実態把握につとめる。 

③ 被害の実態を的確に把握するため被害概況調査を実施し、適時適正な損害

評価につとめる。 

④ 適期に損害評価が行われるよう損害評価日程を周知し、適正に被害申告さ

れるよう啓発する。また、地域一帯に被害が発生した場合は、被害申告の注

意喚起を行う。 

⑤ 品位判定技能の維持・向上を図るため、ＪＡ等が開催する米穀品位鑑定会

に参加する。 

⑥ 局地的に発生する大規模災害時に損害評価を適正に実施するため、支所間

等の連携を含めた損害評価体制を整備する。 

(2) 家畜共済 

① 事務処理の適正化を図るため、関係法令等に基づく基本事項を遵守する。 

② 共済金支払限度額適用者に対し、支払限度額に関する説明を徹底する。 

③ 免責基準について、その趣旨と内容を農家等へ周知徹底するとともに、適

用に際しては、免責事由及び免責額の説明を必ず実施する。 

④ 農家及び獣医師に対し、事故発生通知の確実な実施を周知する。 
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⑤ 病傷事故について現地確認調査を確実に実施し、共済金の適正給付につと

める。 

⑥ 損害認定に際して現地確認だけではなく、家畜の画像その他必要な情報で

の確認を行うことで事務手続きの効率化を図る。 

(3) 果樹共済 

① 損害評価技術の向上及び評価眼の統一を図るため、損害評価会委員及び損

害評価員を対象とした損害評価指導会を開催し、適正かつ公平な損害評価に

つとめる。 

② 引受時のリーフレット等による説明と、組合広報紙を活用し、速やかな事

故発生通知を促し、迅速な被害実態の把握につとめる。 

③ 損害評価の内容及び日程等を周知するチラシを作成・配布し、適正な被害

申告を啓発する。 

④ 台風等災害時には、被害発生態様によっては支所間等で連携し、迅速かつ

適正な損害評価につとめる。 

(4) 畑作物共済 

① 損害評価技術の向上を図るため、損害評価会委員及び損害評価員を対象と

した損害評価指導会を開催し、公平な損害評価につとめる。 

② 関係機関・団体と連携し、生育状況や気象情報及び病害虫の発生状況等の

情報収集を図り、迅速な被害の実態把握につとめる。 

③ 被害の実態を的確に把握するため被害概況調査を実施し、適時適正な損害

評価につとめる。 

④ 適期に損害評価が行われるよう損害評価日程を周知し、適正に被害申告さ

れるよう啓発する。 

(5) 園芸施設共済 

① 引受時のリーフレット等による説明と、組合広報紙を活用し、速やかな事

故発生通知を促し、迅速な損害評価につとめる。 

② 病害虫発生予察調査を通じ生育状況や病害虫発生動向を把握し、関係機関

の協力を得ながら施設内農作物の適正評価につとめる。 

③ 台風等災害時には、緊急損害評価体制を活用するとともに、被害発生態様

によっては支所間等で連携し、迅速かつ適正な損害評価につとめる。 

(6) 任意共済 

① 共済金の早期支払いに向け、組合広報紙等を通じ共済制度の周知と迅速な

事故発生通知の徹底を図る。 

② 共済事故が発生した場合、修理業者へ見積書、修理費用明細書の早期作成

及び提出を依頼する。 
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③ 適正な損害評価を行うため、事故原因、罹災状況等の的確な把握につとめ

るとともに、損害評価に係る研修会等を通じ、損害評価技術の向上を図る。 

④ 不審火、モラルリスク案件等の特殊問題事故については、綿密で慎重な調

査及び共済（保険）他社との緊密な連携等により、厳正な共済金の支払いに

つとめる。 

６６  損損害害防防止止事事業業等等のの実実施施計計画画  

損害の未然防止と安全な農畜産物の生産並びに環境保全型農業の推進に資する

ため、農家のニーズを踏まえた幅広い損害防止活動を実践し、「たよれるＮＯＳ

ＡＩ」を一層推進する。 

(1) 水稲等損害防止事業 

① 病害虫の発生状況を的確に把握し、環境保全型農業の推進とポジティブリ

スト制度に対応した適期、適正な防除を実施する。また、各地区防除協議会

等に参画し経済的、効率的な損害防止事業を支援する。 

② 産業用無人航空機防除等の操作要員及び作業者の安全性の確保と実施区域

及び周辺における危被害防止、事故防止対策の徹底を図るため、関係機関等

と連携して「産業用無人航空機防除安全対策会議」を開催する。 

(2) 病害虫発生予察事業等 

① 水稲において必要最小限の防除を実現するため、関係機関と連携して病害

虫発生予察調査を実施し、迅速な情報の提供を行い、環境保全型農業を推進

する。 

② 果樹において関係機関と連携して病害虫発生予察調査及び生育調査を実施

し、迅速な情報の提供を行い、病害虫の発生防止等につとめる。なお、調査

対象はぶどう、なし、もも、かきとする。 

③ 大豆の安定生産を図るため、関係機関と連携して病害虫発生予察調査及び

生育調査を実施し、迅速な情報の提供につとめる。 

④ 園芸施設において関係機関の協力を得て病害虫発生予察調査を実施し、迅

速な情報の提供につとめる。 

⑤ 各種研修会等に積極的に参画して、損害防止対策につながる栽培技術、病

害虫発生予察技術の習得につとめる。 

(3) 家畜事故低減対策 

① 家畜課診療係による診療業務及び診療支援業務を中心に獣医療の充実を図

り、事故低減に資する。 

② 事故率の高い農家に対し家畜検診車の受診を促すとともに、関係機関と連

携した飼養管理指導等を行う。 
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③ 畜舎消毒を実施するとともに、薬剤等の斡旋により、飼養衛生環境等の向

上を図る。 

④ 乳用牛の周産期疾患を対象に、特定損害防止事業を実施する。 

⑤ 家畜伝染病予防法で定められた飼養衛生管理基準を遵守し、農場での防疫

対策の徹底を図る。 

(4) 任意共済 

① 建物火災事故等に対する防災意識を啓発するための情報提供を行う。 

② 農機具事故低減のため、県等が実施する「新潟県農作業安全運動」への参

画及び広報活動による農作業安全の啓発につとめる。 

③ 農機具盗難事故の未然防止のため、農機具共済加入者に対し、繰り返し注

意喚起を促す。 

７７  家家畜畜診診療療所所のの運運営営方方策策  

地域の基幹的な診療施設として安定的に獣医療を提供し、その機能を果たすた

め、必要な取り組みを推進する。 

① 畜産農家戸数、頭数が減少し年々診療収入が低下するなか、事故外診療を

中心とした収入の確保を図り、診療所の適正運営につとめる。 

② 獣医療の提供体制を維持するため、家畜診療所運営に必要な情報収集・分

析に努め、関係行政機関及び農業団体に対しては、家畜診療所の円滑な運営

のため必要な協力を求める。 

③ 生産獣医療業務への理解醸成を図り、診療獣医師を確保するため、積極的

に学生実習を受け入れる。 

④ 安定的に獣医療を提供するため、長岡実測センターに設置した家畜課診療

係と連携し診療体制の整備を進める。 

８８  執執行行体体制制のの整整備備  

組織運営基盤を強化するため、職務の責任を明確にし、効率的な業務運営及び

適正な事業推進等が図られるよう執行体制を整備する。 

また、公共性を有する組織として、組織運営の透明性及びガバナンスを強化す

るため、「農業共済団体に対する監督指針」を踏まえ、内部牽制機能が十分発揮

されるよう体制を強化する。 

(1) 業務執行体制 

① 理事会の開催 

制度の適正運営と事業の発展を期するため、定款及び理事会運営規則に基

づき理事会を適時に開催する。 
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② 監事会の開催 

組合の健全な運営を期するため、定款及び監事監査規則に基づき監事会を

適時に開催し、監査方針、監査計画等の協議を行い、的確な監査を実施する。 

また、監査の実効性を高めるために監査補助員を置き、監査機能の強化を

図る。 

③ 各種委員会の開催 

制度の適正運営と事業の発展を期するため、必要に応じて各種委員会を構

成し開催する。 

④ 事務執行体制 

職務権限と責任を明確にし、組合長指揮により参事総括の下、組織の有機

的連携を図り、組合業務の的確な遂行につとめる。 

(2) 職制及び職員の配置計画 

適正かつ効率的な業務運営と機動的な事業展開を図るため、本所に４部１室、

８課制を敷き、下越支所、新潟支所、佐渡支所、中越支所、魚沼支所及び上越

支所並びにセンター及び家畜診療所を置いて、職制規則等の遵守と職員の適正

配置につとめる。 

(3) ＮＯＳＡＩ部長等組織の体制強化 

① ＮＯＳＡＩ関係役員との一層の連携、事業推進体制の強化及び組合員のニ

ーズに応えるため、ＮＯＳＡＩ部長組織等の機能強化につとめる。 

② 制度の適正運営と事業推進体制の強化を図るため、ＮＯＳＡＩ部長及び損

害評価員等を対象に講習会等を開催する。 

③ ＮＯＳＡＩ部長との連携を深めるため、分かりやすいＮＯＳＡＩ部長会

議・講習会の資料を作成する。 

(4) 役職員研修等の体制及び計画 

① コンプライアンス意識の向上を図り、組合員農家に信頼される職員を育成

するため、コンプライアンス研修会を開催する。 

② 適正な団体運営に必要な管理能力の涵養を図るため、組合役員講習会を開

催する。 

③ 職員の制度理解及び推進技能の向上を図るため、各事業において研修会等

を開催する。 

④ 組織にとって最も重要な「人」づくりをすすめるため、外部で開催される

階層別・事業別研修・講習会等に積極的に参加する。 

 (5) リスク・マネジメント方策 

組合が抱えるリスクに対応するため、リスク管理基本方針に基づくリスク管

理を行い、健全かつ適切な業務運営を確保する。 
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(6) コンプライアンス態勢の強化 

① 健全な運営に資するため、監査室による内部監査、各種調査を行い、内部

牽制機能の強化を図る。 

② コンプライアンス規則に基づくコンプライアンス・マニュアルの遵守とコ

ンプライアンス・プログラムの確実な実践につとめる。 

③ 法令遵守等態勢の強化を図るため、チェックを行うべき事項及び実施態勢

等を整備し、リーガルチェックを実施する。 

④ 不祥事の未然防止のため口座振替契約未締結者の解消を図り、掛金等の収

納は口座振替を原則とすることにより、共済掛金収納事務の適正化と効率化

につとめる。 

⑤ 公認会計士による監査を実施し、監査機能の一層の強化を図る。 

 

９９  情情報報処処理理シシスステテムムのの運運用用方方策策  

① 「農業共済ネットワーク化情報システム」及び「収入保険システム」の適

正かつ効率的な運用につとめる。 

② 情報資産を適正に保護、管理するため、システムリスク管理方針・管理規

程及び情報セキュリティポリシーに基づき、情報処理管理体制及び各種セキ

ュリティ対策の強化を図る。 

③ 効率的かつ合理的な事務処理及び業務の的確な遂行を図るため、システム

の有効的な運用につとめる。 

④ 「農業保険システムのＷｅｂ化」への円滑な移行を実現するとともに、シ

ステム運用者の育成及びシステム導入環境の整備につとめる。 

⑤ 農業共済の共通申請サービス(eMAFF)及び収入保険のインターネット申請

の利用に向けた体制を整え、積極的な普及・利用を促進する。 

1100  広広報報広広聴聴活活動動のの推推進進  

農業保険制度の普及・定着を図るため、組合広報紙及びホームページの活用並

びに農業共済新聞の普及拡大につとめ、組合員に有益な情報を提供する。 

① 「より身近に、より丁寧に、農家のもとへ」を行動スローガンに面談活動

を実践し、組合員農家からの意見・要望等に迅速に対処するとともに、その

情報の共有を図る。 

② 農業保険制度の普及推進を図るため、組合広報紙の内容充実につとめる。 
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1111  関関係係行行政政機機関関・・団団体体ととのの連連携携強強化化方方策策  

農政の変革等に伴い、農業保険制度の的確な情報提供が求められている。特に

収入保険の推進体制の構築を進めるために、関係機関及び各種団体との更なる連

携強化につとめる。 

① 担い手の育成及び確保を図るため、市町村農業再生協議会等に積極的に参

画し、関係行政機関・団体と連携して支援する。 

② 活力ある地域農業の振興に貢献するため、各地域の農業振興協議会等に参

画する。 

③ 環境の変化に対応するため、関係行政機関・団体と一体で損害防止事業を

推進する。 

④ 農業保険制度を広く普及するため、行政及び農業関係団体と連携した農業

保険推進協議会等により、制度の利用拡大を図る。 

1122  厳厳格格なな組組合合員員情情報報のの管管理理  

個人情報保護に関する規則及び特定個人情報取扱規則に基づき、組合員、基礎

組織員等の情報の管理を徹底するとともに、ＮＯＳＡＩ部長に対しては、文書及

び会議を通じて守秘義務の徹底を図る。 

1133  予予算算統統制制のの方方策策  

事業目標の達成につとめ、業務収入を確保するとともに、予算執行に当たって

は、予算執行計画を作成し、各月の執行状況を把握しながら適正かつ効率的な予

算統制につとめる。 

1144  財財務務健健全全化化のの方方策策  

財務の健全化を図るため、資産を安全に運用するとともに、さらなる業務運営

の効率化と合理化につとめる。 

① 余裕金運用にあたっては、法令遵守はもとより、余裕金の運用方針に基づ

き、安全かつ確実な運用につとめる。 

② 固定資産については、計画に基づいた取得、遊休資産の処分を定められた

手続きにより行い、適正に管理する。  
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